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令和４年第３回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年３月２５日(金) 午後 4時35分から午後 5時 15分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（10人） 

１１番 水谷 茂樹（会 長）  7番 善岡 浩樹（会長代理） 

１番 松田  力   ２番 中村 広治   ３番 北清 裕邦 

４番 植松 春雄   ５番 澤田 正人   ６番 藤崎 正雄 

８番 川瀨  崇   ９番 川島 史伸    １０番 高田 秋光 

 

４．欠席委員（ 1人）   

      ５番 澤田 正人 

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   川島 史伸   高田 秋光     

第 ２ 会議書記の指名      川本局長、滝上推進員、手嶋主事、下浦主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長 

第 ４ 会務報告                事務局 川本局長 

第 ５ 議事参与の制限           なし 

第 ６  報告第６号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７  報告第７号 農用地利用集積計画の変更について（平成28年第賃26号） 

第 ８ 報告第８号 農用地利用集積計画の変更について（平成28年第賃26号） 

第 ９ 報告第９号 農用地利用集積計画の変更について（平成28年第賃27号） 

第１０ 報告第 10号 農用地利用集積計画の変更について（平成28年第賃29号） 

第１１ 報告第 11号 農用地利用集積計画の変更について（平成30年第賃7号） 

第１２  議案第８号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第１３  議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について 

第１４  議案第 10号 令和４年度農業委員会における最適化活動の目標設定等（案）に 

ついて 

 

６．農業委員会事務局職員 

    川本弥生事務局長・滝上和昭農地推進員・手嶋啓太主事・下浦健太主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長   
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事務局長(川本)  

 

 

 

 

会 長（水谷） 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

 

只今から、令和４年第３回農業委員会を開催します。 

 本日は、１０名の委員が出席で、会議規則第６条の規程により会議が成

立しておりますので報告いたします。 

それでは、水谷会長より挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 先ほどの適正委員会、はっきりしていない部分も多く、対応に苦慮して

いるが、地域で思い当たるところがあれば声を掛けて頂きたいと思いま

す。 

 

 これより令和４年 第３回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第１ 署名委員の選出について 

 川島委員・髙田委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名 会議書記には、川本事務局長 滝上農地推

進員 手嶋主事 下浦主事を配置いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告   續木産業課長よりお願い申し上げます。 

 

 

 新年度予算が３月議会で可決致しました。農委関連予算としては情報収

集と業務効率化を図ることとしてタブレット端末の購入の予算を計上し

ております。配備については６月以降かと思われます。次に人・農地プラ

ンの見直しがさけばれているところでございます。地域計画として法定化

しまして、地域農地の効率的、総合的な対応について進めることとなりま

す。今後も策定にあたりご協力をお願いします。定住促進住宅が２月に完

成しております。事業実施に当たっては北海道の補助金制度と JA からの

支援を頂いております。最後に４月１日付けで田村次長が産業課長補佐兼

務、吉田係長が永楽園に、永楽園より市場係長が異動となります。また、

下浦主事が３月末を持って退職し、地元で家業を継がれるとのことです。 

以上農政報告と致します。 

 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

会務報告 ４ページをお開き下さい。 

【４ページ朗読】 
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議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

 

日程第５ 議事参与の制限について 

議事参与の制限はありません。 

 

それではこれより、報告６件、議案３件の審議に入ります。 

 

 

日程第６ 報告第６号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進

達について、説明願います。 

 

 

５ページをお開き下さい。 

報告第６号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

 

 独立行政法人農業者年金基本法施行規則第１４条の規定に基づき、別紙

の者に係わる農業者老齢年金裁定請求を進達したので報告する。 

 

令和４年３月２５日提出  

 

６ページをご覧下さい。 

 老齢年金番号  １３９ 

 氏  名   美葉牛  道下 ひとみさん 

生年月日   昭和32年 2月18日 

進達日    令和4年 2月28日 

年金加入期間 平成14年 1月1日～平成29年2月 17日 

 

老齢年金番号  １４０ 

 氏  名   岩村  竹林 均さん 

生年月日   昭和32年 2月8日 

進達日    令和4年 3月11日 

年金加入期間 平成14年 1月1日～平成29年2月 7日 

 

お二人とも満65歳到達による裁定請求です。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

日程第７ 報告第７号 から日程第１１ 報告第１１号農地利用集積

計画の変更ついて、一括で説明願います。 

 

 

７ページをお開き下さい。 

報告第７号 農用地利用集積計画の変更について 

 

平成２８年１０月３１日公告の農用地利用集積計画について双方協議

の結果、変更したので報告する。 

 

令和４年３月２５日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

平成２８年１０月の農用地利用集積計画の議案にて、北海道農業公社と

小松正美さんとの賃貸借に係る計画を承認しておりますが、その後道営農

業農村整備事業北竜南１及び北竜南 2地区において、用排水整備を実施す

るための用地確保があり、面積と貸付料等が変更となりました。 

なお、次ページ以降の報告第８号は同じく小松正美さん、報告第９号は

西野利幸さん、報告第１０号は高田秋光さんが平成２８年１０月に、報告

第１１号はみずほファーマーズが平成３０年１２月にそれぞれ北海道農

業公社との賃貸借に係る計画を承認しており、道営農業農村整備事業北竜

南１地区において、用排水整備を実施するための用地確保があり、面積と

貸付料等が変更となっております。 

なお、筆数が多い為、別紙とさせて頂いており、網掛けになった箇所の

土地の面積が変更となっておりますのでご確認下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

次に、日程第１２ 議案第８号 農地法第１８条第６項の規定による合

意解約について、説明願います。  

 

 

１７ページをお開き下さい。 

議案第８号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件につ
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

いて議決を求める。 

 

令和４年３月２５日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－４ 合意解約  

 貸 主  西川  北 征夫 

借 主  西川  有限会社ファームトゥモロ 

契約の内容は賃貸借です。 

土地の所在は板谷１４６番地４外２筆、 畑が３筆で 

合計面積が ７４，７２２㎡です。 

資料１０ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

日程第１２ 議案第８号 農地法第１８条第６項の規定による合意解

約について承認されました。 

 

次に、日程第１３ 議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画の決定について、最初に４－賃－１０から説

明願います。 

 

 

１９ページをご覧下さい。 

議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について 

 

 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、北竜町から決定を求め

られた、別紙の農用地利用集積計画について議決を求める。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月２５日提出   

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ４－賃－１０ 

利用権の設定を受ける者 岩 村 岩倉 祥隆 

利用権の設定する者   札幌市 北海道農業公社 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和１４年１月２４日です。 

貸付料等は、４２５，４２５円です。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、岩村１４番地１ 外７筆で 

田が８筆で、面積 ６０，４７３㎡です。 

資料の１１ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－賃－１０承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－賃－１０について承認されました。 

次に番号４－賃－１１について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ４－賃－１１ 

利用権の設定を受ける者 碧 水 髙田 幸喜 

利用権の設定する者   札幌市 北海道農業公社 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和１４年１月２４日です。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

貸付料等は、６８，２００円です。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、碧水１７２番地１ で 

田が１筆で、面積 １２，９１６㎡です。 

資料の１２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－賃－１１承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－賃－１１について、承認されました。 

次に４－賃－１２について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－賃－１２ 

利用権の設定を受ける者 板 谷 渡辺 恵一 

利用権の設定する者   札幌市 北海道農業公社 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和１４年１月２４日です。 

貸付料等は、６４３，５８２円です。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷１５番地２ 外１５筆 で 

田が１５筆、畑が１筆で、面積 ８７，６４４㎡です。 

資料の１３ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－賃－１２承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－賃－１２について、承認されました。 

次に番号４－賃－１３ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－賃－１３ 

利用権の設定を受ける者 和   高田 学 

利用権の設定する者   美葉牛 辻 洋平 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和８年１２月３１日です。 

借賃は、１１６，２００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、美葉牛１７８番地１ 外１筆 で 

畑が２筆、面積 ５８，１３１㎡です。 

資料の１４ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－賃－１３承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

番号４－賃－１３について、承認されました。 

次に番号４－賃－１４ついて説明願います。 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－賃－１４ 

利用権の設定を受ける者 和    高田 学 

利用権の設定する者   西 川  北 征夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、６７，６００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、西川４番地３ 外１筆 で 

田が２筆、面積 １２，６４２㎡です。 

資料の１５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－賃－１４承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－賃－１４について、承認されました。 

次に番号４－賃－１５ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１５ 

利用権の設定を受ける者 和    高田 学 

利用権の設定する者   西 川  北 征夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和８年１２月３１日です。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

借賃は、２３５，８００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷１４６番地１ 外５筆 で 

畑が６筆、面積 １１７，８９４㎡です。 

資料の１６ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１５について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－１５について承認いたします。 

次に番号４－賃－１６ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１６ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  尾﨑 浩郎 

利用権の設定する者   和    村上 博 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、２４５，７６０円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、三谷５７番地３ 外１０筆 で 

田が１１筆、面積 ５３，４１１㎡です。 

資料の１７ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

  

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１６について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－１６について承認いたします。 

次に番号４－賃－１７ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１７ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  尾﨑 浩郎 

利用権の設定する者   和    村上 勝博 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、１４，７２０円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、三谷１２６番地２ 外１筆 で 

田が２筆、面積 ２，３８３㎡です。 

資料の１８ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１７について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

番号 ４－賃－１７について承認いたします。 

次に番号４－賃－１８ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１８ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  有限会社 DSR 

利用権の設定する者   板 谷  林 圭二 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、４９，０００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷１６３番地３ 外２筆 で 

田が２筆、畑が１筆で 面積 １０，１８０㎡です。 

資料の１９ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１８について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－１８について承認いたします。 

次に番号４－賃－１９ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１９ 

利用権の設定を受ける者 西 川  有限会社ファームトゥモロ 

利用権の設定する者   西 川  北 征夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、４６，８００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷５６５番地 １筆 で 

畑が１筆で 面積 １５，６７４㎡です。 

資料の２０ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１９について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－１９について承認いたします。 

次に番号４－賃－２０ついて説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－２０ 

利用権の設定を受ける者 和    吉田屋ファーム株式会社 

利用権の設定する者   西 川  北 征夫 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年３月２８日から令和４年１２月３１日です。 

借賃は、１７７，３００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷１４６番地４ 外２筆 で 

畑が３筆で 面積 ５９，９８４㎡です。 

資料の２１ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手嶋主事 

 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－２０について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－２０について承認いたします。 

日程第１３ 議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

よる農用地利用集積計画の決定については全て承認といたします。 

 

日程第１４ 議案第１０号 令和４年度農業委員会における最適化活

動の目標設定等（案）について説明願います。 

 

 

３１ページをお開き下さい。 

 議案第１０号 令和４年度農業委員会における最適化活動の目標設定

等（案）について 

 

農業委員会における最適化活動の推進等について（令和４年２月２日付

け３経営第 2584 号農林水産省経営局長通知）に基づき、令和４年度農業

委員会における最適化活動の目標設定等（案）について別冊の通り提出す

る。        

     

令和４年３月２５日提出  

 

《 内容について、事務局長より説明 》 

 

各委員にお願いします、活動記録簿等につきましては手嶋主事より説

明致します。 

 

 

《 内容について、手嶋主事より説明 》 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

  

 

日程第１４ 議案第１０号 令和４年度農業委員会における最適化活

動の目標設定等（案）については承認と致します。 

 

以上で第３回農業委員会総会終了致します。 
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